
人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
人
事
院
規
則
一
六
―
〇
（
職

員
の
災
害
補
償
）
の
一
部
改
正
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
十
九
日

人
事
院
総
裁

一

宮

な
ほ
み

人
事
院
規
則
一
六
―
〇
―
六
六

人
事
院
規
則
一
六
―
〇
（
職
員
の
災
害
補
償
）
の
一
部
を
改
正
す
る
人
事
院
規
則

人
事
院
規
則
一
六
―
〇
（
職
員
の
災
害
補
償
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付

し
た
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

（
略
）

第
一
章
～
第
三
章

（
同
上
）



第
四
章

雑
則
（
第
三
十
四
条
―
第
四
十
五
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
三
十
四
条
―
第
四
十
四
条
）

（
平
成
二
十
六
年
四
月
以
降
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る

（
平
成
二
十
六
年
四
月
以
降
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
る

補
償
等
に
係
る
平
均
給
与
額
の
特
例
）

補
償
等
に
係
る
平
均
給
与
額
の
特
例
）

第
四
十
四
条

平
成
二
十
六
年
四
月
以
降
の
分
と
し
て
支

第
四
十
四
条

平
成
二
十
六
年
四
月
以
降
の
分
と
し
て
支

給
さ
れ
る
補
償
及
び
補
償
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規

給
さ
れ
る
補
償
及
び
補
償
法
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
福
祉
事
業
（
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

定
す
る
福
祉
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
福
祉
事

「
福
祉
事
業
」
と
い
う

）
に
係
る
平
均
給
与
額
で
あ

業
」
と
い
う

）
に
係
る
平
均
給
与
額
で
あ
つ
て
、
国

。

。

つ
て
、
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に

家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ

律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お

の
条
に
お
い
て
「
給
与
改
定
特
例
法
」
と
い
う

）
第

い
て
「
給
与
改
定
特
例
法
」
と
い
う

）
第
三
章
の
規

。

。

三
章
の
規
定
に
よ
り
減
ぜ
ら
れ
た
給
与
を
基
に
計
算
し

定
に
よ
り
減
ぜ
ら
れ
た
給
与
を
基
に
計
算
し
、
又
は
給

、
又
は
給
与
改
定
特
例
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
計
算

与
改
定
特
例
法
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
計
算
す
る
も
の

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該



応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
同
上
）

２

（
略
）

２

（
同
上
）

（
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
支
給
す

べ
き
事
由
が
生
じ
た
補
償
等
の
特
例
）

第
四
十
五
条

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

（
新
設
）

に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
補
償
及
び
福
祉
事
業
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
補
償
等
」
と
い
う

）
の
う

。

ち
、
同
日
ま
で
に
算
定
さ
れ
た
人
事
院
が
定
め
る
平
均

給
与
額
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
た
補
償
等
の
額
（
補

償
法
の
規
定
に
よ
る
年
金
た
る
補
償
及
び
規
則
一
六
―

三
（
災
害
を
受
け
た
職
員
の
福
祉
事
業
）
第
十
九
条
の

十
一
に
規
定
す
る
年
金
た
る
特
別
給
付
金
（
以
下
こ
の



項
に
お
い
て
「
年
金
た
る
補
償
等
」
と
い
う

）
に
あ

。

つ
て
は
、
支
払
期
月
（
補
償
法
第
十
七
条
の
九
第
三
項

又
は
規
則
一
六
―
四
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
支
払
期
月
を
い
い
、
補
償
法
第
十
七
条
の
九
第

三
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
も
の
と
さ
れ
る

月
及
び
同
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
払
う
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
る
月
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ

）
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
た
額
の
合
計
額
）
は

。

、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控

除
し
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、

零
と
す
る

）
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
第
二
号
に

。

掲
げ
る
額
に
加
え
た
額
と
す
る
。

一

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
算
定
さ
れ
た
平



均
給
与
額
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
る
額
（
年
金
た

る
補
償
等
に
あ
つ
て
は
、
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支

払
わ
れ
る
額
の
合
計
額
）

二

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
前
に
算
定
さ
れ
た
平
均

給
与
額
を
基
礎
と
し
て
支
払
わ
れ
た
額
（
年
金
た
る

補
償
等
に
あ
つ
て
は
、
支
払
期
月
に
そ
れ
ぞ
れ
支
払

わ
れ
た
額
の
合
計
額
）

三

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
補
償
等
に
関
す
る
区
分

に
従
い
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
さ
れ
る
額

イ

年
金
た
る
補
償
等

第
一
号
の
支
払
期
月
に
そ

れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
る
額
か
ら
第
二
号
の
支
払
期
月

に
そ
れ
ぞ
れ
支
払
わ
れ
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額



（

、

。

そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は

零
と
す
る

）
に
、
当
該
年
金
た
る
補
償
等
の
支
給
の
対
象
と

さ
れ
た
月
を
基
準
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
率
を

乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

ロ

年
金
た
る
補
償
等
以
外
の
補
償
等

第
一
号
に

掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て

得
た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零

と
す
る

）
に
、
同
号
に
掲
げ
る
額
が
支
給
さ
れ

。

た
日
を
基
準
と
し
て
人
事
院
が
定
め
る
率
を
乗
じ

て
得
た
額

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
規
定
に
よ
る

支
給
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
人
事
院
が
定

め
る
。



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規
則
一
六
―
〇
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。


